
資料１－１

岩内町地域防災計画 修正案の概要

１．修正の目的

避難勧告及び避難指示の一本化等の災害対策基本法の改正や、新型コロナウイルス感染症

対策等を踏まえた防災基本計画の修正など、国の各種制度が改正されたところであり、北海

道においても、北海道地域防災計画が本年11月に修正されたところである。

こうした国や北海道の計画変更を受け、岩内町地域防災計画について、防災対策の充実強

化を図る観点から、所要の修正を行うものである。

２．主な修正内容

（１）災害対策基本法の改正に伴う修正

・避難勧告及び避難指示の一本化等、避難情報の見直し

・避難情報の見直しに伴う、警戒レベルに応じたとるべき行動の修正

・市町村が作成する要配慮者の個別避難計画に関する記述の追記

（２）防災基本計画等の修正に伴う修正

・感染症の自宅療養者等の被災に備えた対応等について追記

・避難所における女性や子供等の安全への配慮、感染症対策について追記

（３）その他

・配備の変更、所掌事務の見直しなど

・指定公共機関における分社化・店舗の閉鎖等による名称の変更


